
 

 

 
 

 

 

事業所名

1日 一般客 17500

2日 12500

3日 15500

387500

（略）

2020年4月

売上帳

合計

家
賃
支
援
給
付
金
に
つ
い
て 

 

第
2
次
補
正
予
算
が
成
立
し
、
家
賃
支
援
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
い
く
つ
か
お
問
合
せ
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
経

済
産
業
省
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
内
容
を
掲
載
し
ま
す
。
こ
の
制
度
の
申
請
は

早
く
て
6
月
下
旬
以
降
、
給
付
は
7
月
以
降
に
な
る
よ
う
で
す
。 

【
対
象
者
】 

テ
ナ
ン
ト
事
業
者
の
う
ち
、
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
、
個

人
事
業
者
等
で
あ
っ
て
、
5
月
～
12
月
に
お
い
て
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
に
、
給
付
金
を
支
給
。 

①
い
ず
れ
か
1
カ
月
の
売
上
高
が
前
年
同
月
比
で
50
％
以
上
減
少 

②
連
続
す
る
3
ヶ
月
の
売
上
高
が
前
年
同
期
比
で
30
％
以
上
減
少 

【
給
付
額
】 

給
付
額
は
申
請
時
の
直
近
の
支
払
家
賃
（
月
額
）
に
係
る
給
付
額
（
月
額
）

の 

6
倍
（
6
カ
月
分
）
を
支
給
し
ま
す
。 

【
給
付
率
】 

給
付
率
は
2
／
3
、
給
付
上
限
額
（
月
額
）
は
法
人
50
万
円
、
個
人
事
業

主
25
万
円
と
し
、
6
か
月
分
を
給
付
し
ま
す
。
加
え
て
、
複
数
店
舗
を
所
有

す
る
場
合
な
ど
、
家
賃
の
総
支
払
額
が
高
い
者
を
考
慮
し
て
、
上
限
を
超
え
る

場
合
の
例
外
措
置
を
設
け
ま
す
。 

※ 

支
払
家
賃
（
月
額
）
の
う
ち
給
付
上
限
超
過
額
の
1
／
3
を
給
付
す
る

こ
と
と
し
、
給
付
上
限
額
（
月
額
）
を
法
人
100
万
円
、
個
人
事
業
主
50
万

円
に
引
き
上
げ
ま
す
。 

 

 

 

持
続
化
給
付
金
の
申
請
に
つ
い
て
（再
掲
） 

 

よ
く
あ
る
修
正
依
頼
① 

・ 

申
請
さ
れ
た
直
前
の
事
業
年
度
の
年
間
事
業
収
入
が[

確
定
申
告

書]

に
記
載
さ
れ
た
事
業
収
入
と
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

（
以
下
略
） 

白
色
申
告
で
確
定
申
告
書
の
収
入

金
額
〈
事
業
〉
の
欄
に
売
上
を
記
載
し

て
い
な
い
場
合
に
届
い
て
い
る
修
正

依
頼
で
す
。
確
定
申
告
に
は
税
額
計
算

に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
売
上
金
額
を

記
載
し
な
く
て
も
申
告
で
き
ま
す
が
、

今
回
こ
の
制
度
で
は
こ
の
収
入
金
額

の
欄
で
売
上
金
額
の
確
認
し
て
い
る

た
め
に
こ
の
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

代
わ
り
に
確
定
申
告
の
申
告
所
得
の
も
と
に
な
っ
た
年
間
の
収
支
計

算
（
売
上
・
仕
入
・
諸
経
費
な
ど
）
を
国
税
庁
様
式
の
「
収
支
内
訳

書
」
に
転
記
し
て
「
２
０
１
９
年
所
得
税
青
色
申
告
決
算
書
ま
た
は

収
支
内
訳
書
(1)
」
に
添
付
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

よ
く
あ
る
修
正
依
頼
② 

・ [

所
得
税
青
色
申
告
決
算
書
の
控]

と
し
て
有
効
な
画
像
の
添
付

が
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
以
下
略
） 

・ 

申
請
さ
れ
た
直
前
の
事
業
年
度
の
対
象
月
の
月
間
事
業
収
入
額

が
、[

所
得
税
青
色
申
告
決
算
書]
等
の
添
付
書
類
で
確
認
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
（
以
下
略
） 

白
色
申
告
で
、
例
え
ば
売
上
減
少
の

月
を
4
月
と
申
請
し
た
場
合
に
、「
売

上
減
少
の
対
象
月
の
前
年
度
売
上
額
」

に
２
０
１
９
年
4
月
分
の
売
上
を
入

力
す
る
と
誤
り
と
し
て
修
正
依
頼
が

届
い
て
い
ま
す
。
白
色
申
告
の
場
合
は

２
０
１
９
年
の
月
平
均
の
売
上
（
年
間

売
上
÷

12
）
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

よ
く
あ
る
修
正
依
頼
③ 

売
上
減
少
が
減
少
し
た
と
す
る
対

象
月
の
売
上
台
帳
に
必
要
事
項
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
売
上
（
台
帳
）」「
事
業
所
名
」「
２

０
２
０
年
（
令
和
2
年
）
○
月
」「
対

象
月
の
売
上
合
計
」
の
4
点
の
記
載

が
必
要
で
す
。
売
上
台
帳
に
つ
い
て

修
正
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
添
付
し

た
台
帳
を
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

そ
の
他 

気
を
付
け
て
ほ
し
い
こ
と 

・ 

金
額
な
ど
の
入
力
誤
り
（
桁
違
い
・
数
字
の
入
れ
間
違
い
） 

・ 

添
付
し
た
画
像
・
書
類
の
点
検 

[法人の場合：1 カ月あたり] 

支払家賃（月額）75万円までの部分が 2

／3給付。加えて、複数店舗を所有する場

合など、家賃の総支払額が高い者を考慮し

て、上限を超える場合の例外措置として、

支払家賃（月額）75万円を超える部分が 1

／3給付になるため、支払家賃（月額）225

万円で上限の給付額（月額）100万円にな

ります。6カ月分では 600万円が給付の上

限額です。 

 

 

[個人事業者の場合：1 カ月あたり] 

支払家賃（月額）37.5 万円までの部分

が 2／3 給付。加えて、複数店舗を所有す

る場合など、家賃の総支払額が高い者を考

慮して、支払家賃（月額）37.5 万円を超

える部分が 1／3 給付になるため、支払家

賃（月額）112.5万円で上限の給付額（月

額）50万円になります。6カ月分では 300

万円が給付の上限額です。 

 

 

 


